
○消費税の税額計算

売上税額 － 仕入税額 ＝ 納税額

→「仕入税額控除」

○仕入税額控除の要件

～2019年９月
（請求書等保存方式）

2019年１０月～2023年９月
（区分記載請求書等保存方式）

2023年１０月～
（インボイス制度）

仕入れの事実を記載した
帳簿の保存

一定の記載事項が追加された仕入
れの事実を記載した帳簿の保存

（同左）

請求書等の客観的な証拠
書類の保存

一定の記載事項が追加された請求
書等（区分記載請求書等）の客観
的な証拠書類の保存

適格請求書
（インボイス）の保存

消費税の税額計算と仕入税額控除について

（国税庁資料）


